
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  年金払いの死亡保険金の評価 

Ｑ：私は、夫から確定年金保険を相続によ

り受け取りました。この保険金はどのように

評価したらいいのですか？ 

 

Ａ：次のように評価します。 

【解説】 

相続により、確定年金保険の受給権を受け

取った場合は、定期金に関する権利としてそ

の受給権を評価することになります。 

受給権の価額は、年金の残存期間に応じて、

その残存期間に受けるべき年金の総額に次の

割合を乗じて計算した金額によって評価しま

す。ただし、１年間に受けるべき金額の15倍

が限度となります。 

残存期間     割合 

５年以下     70% 

５年超10年以下  60% 

10年超15年以下  50% 

15年超25年以下  40% 

25年超35年以下  30% 

35年超      20% 

したがって、たとえば次のような場合は、

次のように評価することになります。 

  ・年金支給期間  10年(確定) 

  ・年金年額    300万円 

① 受取年金の総額 

300万円×10年＝3,000万円 

② 確定年金の評価額 

3,000万円×60%＝1,800万円＜300万円×

15＝4,500万円 ∴1,800万円 
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